
 

令和６年６月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和６年５月２８日 

２ 招 集 日   令和６年６月４日 

３ 提出議案件数  １９件 

予 算  ４件 

条 例  ５件 

その他 １０件 

４ 議案等件名 

議案第４９号 西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第５０号 令和６年度西条市一般会計補正予算（第２回） 

について 

議案第５１号 令和６年度西条市一般会計補正予算（第３回） 

について 

議案第５２号 令和６年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第５３号 令和６年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第２回）について 

議案第５４号 新居浜市・西条市・四国中央市消防指令事務協 

議会の設置について ・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第５５号 西条市議会議員及び西条市長の選挙における選 

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第５６号 西条市税条例の一部を改正する条例について ・・  ５ 

議案第５７号 西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第５８号 西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １０ 

議案第５９号 西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

報告第 ２ 号 令和５年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

報告第 ３ 号 令和５年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

別 

冊 



 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

報告第 ４ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・ １４ 

報告第 ５ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

報告第 ６ 号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

報告第 ７ 号 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について ・ １７ 

報告第 ８ 号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ １８ 

報告第 ９ 号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・ １９ 
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議案第４９号  西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

（課税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３

０日に公布され、その一部が同年４月１日から施行されたことに伴い、該当部

分について、西条市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、これを

報告し、承認を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶

養家族 1 人につき 1 万円の定額減税を行うための取扱いの詳細等を定め

る。 

(2) 固定資産の土地の課税標準額が一定水準に達すると税負担が据え置かれ

る現行の措置について、期間を３年間延長し、令和６年度から令和８年度

までに改める。 

(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年

法律第１０８号）に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、一定の

要件を満たすバイオマス発電設備について、地域決定型地方税制特例措置、

いわゆる「わがまち特例」を導入し、固定資産税額を７分の６とする。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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議案第５４号  新居浜市・西条市・四国中央市消防指令事務協議会の設

置について 

（消防本部通信指令課） 

 

１ 提出の理由 

複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消

防力の強化を図るため、消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行す

ることを目的として、新居浜市・西条市・四国中央市消防指令事務協議会を設

置するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第３

項の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 協議会の名称（第２条関係） 

名称は、新居浜市・西条市・四国中央市消防指令事務協議会（以下「協議

会」という。）とする。 

(2) 協議会を設ける市（第３条関係） 

協議会は、新居浜市、西条市及び四国中央市（以下「関係市」という。）

がこれを設ける。 

(3) 協議会の担任する事務（第４条関係） 

協議会は、関係市が共同で設置する消防指令に係る施設の整備及び運営

に関する事務（以下「担任事務」という。）を管理し、及び執行する。 

(4) 協議会の事務所（第５条関係） 

協議会の事務所は、新居浜市消防防災合同庁舎内に置く。 

(5) 協議会の組織等（第６条－第９条関係） 

ア 協議会は、会長、副会長２人及び委員９人以内をもって組織する。 

イ 会長は、新居浜市消防本部消防長の職にある者をもって充て、副会長は、

西条市消防本部消防長の職にある者及び四国中央市消防本部消防長の職

にある者をもって充てる。 

ウ 委員は、関係市の消防長が協議により定めた職にある者をもって充て

る。 

エ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指

名する副会長がその職務を代理する。 

(6) 職員及び事務処理のための組織（第１０条、第１１条関係） 

ア 担任事務に従事する職員の定数及び当該定数の関係市間の配分につい

ては、関係市の消防長が協議により、これを定める。 

イ 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、担任事務を処
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理するために必要な組織を設けることができる。 

(7) 会議等（第１２条－第１４条関係） 

ア 会議は、担任事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。 

イ 会議は、会長がこれを招集する。 

ウ 会長は、副会長及び委員の総数の半数以上の者から会議の招集の請求

があったときは、これを招集しなければならない。 

(8) 関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行（第１５条関係） 

協議会が担任事務を関係市の長又は消防長の名において管理し、及び執

行する場合においては、協議会は、担任事務に関する新居浜市の条例、規則

その他の規程（以下「条例等」という。）を関係市の条例等とみなして、担

任事務をその定めるところにより管理し、及び執行する。 

(9) 経費の支弁の方法（第１６条関係） 

担任事務の管理及び執行に要する費用は、関係市の協議により定める負

担割合により負担し、西条市及び四国中央市が、その負担金を新居浜市に納

付する。 

(10) 財産の取得、管理及び処分の方法等（第１７条－第１９条関係） 

ア 担任事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれ取

得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会が行う。 

イ 規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地

方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。 

ウ 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関係市が

協議して定める。 

 

３ 施行期日 

令和６年７月９日 
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議案第５５号  西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

（選挙管理委員会） 

 

１ 提出の理由 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第１７２号）が施行

されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市議会議員及び西条市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選

挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額を、

それぞれ引き上げる。 

 

区分 現行 改正後 

自 動 車 の

使用 

自動車借入れ １５，８００円 １６，１００円 

燃料費 ７，５６０円 ７，７００円 

ビラの作成（１枚当たり） ７円５１銭 ７円７３銭 

ポ ス タ ー

の作成 

印刷費（１枚当たり） ５２５円０６銭 ５４１円３１銭 

企画費 ３１０，５００円 ３１６，２５０円 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第５６号  西条市税条例の一部を改正する条例について 

（課税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が公布されたこと

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 固定資産税の非課税の手続に関する規定において引用している私立学校

法（昭和２４年法律第２７０号）の規定について、整備する。 

(2) 公益法人等に係る市民税の課税の特例に関する規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日。ただし、公益法人等に係る市民税の課税の特例に関する

規定を削除する改正規定については、公益信託に関する法律（令和６年法律第

３０号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日 
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議案第５７号  西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて 

（課税課） 

 

１ 提出の理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３６号）の一部が

施行されたことに伴い、及び令和６年度の国民健康保険税の税率を定めるた

め、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 国民健康保険税の課税限度額の引上げ 

後期高齢者支援金等課税額の限度額を現行の２２万円から国が示す限度

額基準の２４万円に引き上げる。 

区 分 
課 税 限 度 額 

改 正 案 現 行 

基礎課税額（医療分） （現行どおり） ６５万円 

後期高齢者支援金等課税額（支援分） ２４万円 ２２万円 

介護納付金課税額（介護分） （現行どおり） １７万円 

 

(2) 国民健康保険税の軽減措置における軽減判定所得の引上げ 

ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

及び特定同一世帯所属者の数に乗ずべき金額を現行の２９万円から２９

万５，０００円に引き上げる。 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者

及び特定同一世帯所属者の数に乗ずべき金額を現行の５３万５，０００

円から５４万５，０００円に引き上げる。 

区 分 
軽 減 対 象 世 帯 の 判 定 基 準 

改 正 案 現 行 

７割軽減世帯 （現行どおり） 

世帯の合計所得≦430,000

円+100,000円×(給与所得

者等※1の数-1) 

５割軽減世帯 
世帯の合計所得≦430,000

円+295,000円×(被保険者

世帯の合計所得≦430,000

円+290,000円×(被保険者
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数+特定同一世帯所属者※2

数)+100,000円×(給与所得

者等の数-1) 

数+特定同一世帯所属者※2

数)+100,000円×(給与所得

者等の数-1) 

２割軽減世帯 

世帯の合計所得≦430,000

円+545,000円×(被保険者

数+特定同一世帯所属者数

)+100,000円×(給与所得者

等の数-1) 

世帯の合計所得≦430,000

円+535,000円×(被保険者

数+特定同一世帯所属者数

)+100,000円×(給与所得者

等の数-1) 

※１ 給与所得者等    給与収入が５５万円を超える者、公的年金等

収入が６０万円を超える６５歳未満の者又は公

的年金等収入が１２５万円を超える６５歳以上

の者 

２ 特定同一世帯所属者 後期高齢者医療制度への移行に伴い国民健康

保険の被保険者の資格を喪失した者で、その後

継続して同一の世帯に属するもの 

 

(3) 税率及び軽減額の改定 

ア 基礎課税額（医療分） 

(ｱ) 所得割額           ７．８７％（現行  ８．３３％） 

(ｲ) 資産割額            廃 止 （現行  １０．５％） 

(ｳ) 被保険者均等割額（１人につき）３３，２５０円（現行２９，０００円） 

(ｴ) 世帯別平等割額 

特定（継続）世帯以外    ２２，０７０円（現行２０，９００円） 

特定世帯          １１，０３５円（現行１０，４５０円） 

特定継続世帯        １６，５５２円（現行１５，６７５円） 

(ｵ) 軽減世帯の被保険者均等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき) ２３，２７５円（現行２０，３００円） 

・５割軽減世帯(１人につき) １６，６２５円（現行１４，５００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ６，６５０円（現行 ５，８００円） 

(ｶ) 未就学児の被保険者均等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ４，９８８円（現行 ４，３５０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ８，３１３円（現行 ７，２５０円） 

・２割軽減世帯(１人につき) １３，３００円（現行１１，６００円） 

・軽減世帯以外(１人につき) １６，６２５円（現行１４，５００円） 

(ｷ) 軽減世帯の世帯別平等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について 
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特定（継続）世帯以外   １５，４４９円（現行１４，６３０円） 

特定世帯          ７，７２５円（現行 ７，３１５円） 

特定継続世帯       １１，５８７円（現行１０，９７３円） 

・５割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外   １１，０３５円（現行１０，４５０円） 

特定世帯          ５，５１８円（現行 ５，２２５円） 

特定継続世帯        ８，２７６円（現行 ７，８３８円） 

・２割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ４，４１４円（現行 ４，１８０円） 

特定世帯          ２，２０７円（現行 ２，０９０円） 

特定継続世帯        ３，３１１円（現行 ３，１３５円） 

イ 後期高齢者支援金等課税額（支援分） 

(ｱ) 所得割額           ３．０９％（現行  ２．５３％） 

(ｲ) 資産割額            廃 止 （現行   ２．７％） 

(ｳ) 被保険者均等割額（１人につき）１２，７２０円（現行 ９，０００円） 

(ｴ) 世帯別平等割額 

・特定（継続）世帯以外    ８，４４０円（現行 ６，４００円） 

・特定世帯          ４，２２０円（現行 ３，２００円） 

・特定継続世帯        ６，３３０円（現行 ４，８００円） 

(ｵ) 軽減世帯の被保険者均等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ８，９０４円（現行 ６，３００円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ６，３６０円（現行 ４，５００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ２，５４４円（現行 １，８００円） 

(ｶ) 未就学児の被保険者均等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  １，９０８円（現行 １，３５０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ３，１８０円（現行 ２，２５０円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ５，０８８円（現行 ３，６００円） 

・軽減世帯以外(１人につき)  ６，３６０円（現行 ４，５００円） 

(ｷ) 軽減世帯の世帯別平等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ５，９０８円（現行 ４，４８０円） 

特定世帯          ２，９５４円（現行 ２，２４０円） 

特定継続世帯        ４，４３１円（現行 ３，３６０円） 

・５割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    ４，２２０円（現行 ３，２００円） 

特定世帯          ２，１１０円（現行 １，６００円） 
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特定継続世帯        ３，１６５円（現行 ２，４００円） 

・２割軽減世帯について 

特定（継続）世帯以外    １，６８８円（現行 １，２８０円） 

特定世帯            ８４４円（現行   ６４０円） 

特定継続世帯        １，２６６円（現行   ９６０円） 

ウ 介護納付金課税額（介護分） 

(ｱ) 所得割額           ２．５４％（現行  ２．１７％） 

(ｲ) 資産割額            廃 止 （現行  ２．８５％） 

(ｳ) 被保険者均等割額（１人につき）１２，８９０円（現行 ９，６００円） 

(ｴ) 世帯別平等割額       ５，７９０円（現行 ５，１００円） 

(ｵ) 軽減世帯の被保険者均等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯(１人につき)  ９，０２３円（現行 ６，７２０円） 

・５割軽減世帯(１人につき)  ６，４４５円（現行 ４，８００円） 

・２割軽減世帯(１人につき)  ２，５７８円（現行 １，９２０円） 

(ｶ) 軽減世帯の世帯別平等割額の軽減額を次のとおりとする。 

・７割軽減世帯について    ４，０５３円（現行 ３，５７０円） 

・５割軽減世帯について    ２，８９５円（現行 ２，５５０円） 

・２割軽減世帯について    １，１５８円（現行 １，０２０円） 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

公布の日 

(2) 適用区分 

改正後の条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用する。 
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議案第５８号  西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

について 

（保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和５年内閣府令第８

６号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 施設内での書面掲示を求めている施設の運営規程の概要等の重要事項に

ついて、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供するこ

とを義務付けることについて定める。 

(2) 書面等の交付に代えて、その記載事項を記録したシー・ディー・ロム等を

交付する場合について、当該記録する媒体の種類を限定しない形に改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第５９号  西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

（保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第１８号）

が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

家庭的保育事業等における保育士の配置基準について、３歳児にあっては

２０人につき１人から１５人につき１人に、４・５歳児にあっては３０人につ

き１人から２５人につき１人に引き下げる。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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報告第２号  令和５年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

（財政課） 

 

１ 提出の理由 

繰越明許費を設定している事業について、令和６年度へ予算繰越の措置を

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 繰越明許費繰越予算の概要 

【一般会計】 

○繰越明許費 １５事業の合計 
 

繰 越 額 ８７３，７８８，３０１円 

充当財源  

国庫支出金 ６４３，９１２，５２８円 

県支出金 ２６，７２０，０００円 

市債 １，７００，０００円 

分担金 １，５００，０００円 

一般財源（繰越金） １９９，９５５，７７３円 
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報告第３号  令和５年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書に 

ついて 

（下水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

令和５年度西条市公共下水道事業会計の資本的支出予算に定めた建設改良

費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌年度に

繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３

項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 概要 

  ポンプ場建設事業及びポンプ場改良事業において、２回の入札不調により、契約締結に

不測の日数を要したため、各事業の年度内の完成が見込めなくなったことによるものであ

る。 

 

３ 繰越額 

２億３，６００万円 
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報告第４号  西条市土地開発公社の経営状況について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発公社の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 西条市土地開発公社の経営状況の概要 

 

 (1) 令和５年度決算関係 

 

 

 

 

 

 (2) 令和６年度予算関係 

 収益的収入及び支出予算 収入 ７０，０００円 

 支出 ２１９，０００円 

   

資本的収入及び支出予算 収入 ０円 

 支出 ０円 

   

資 金 計 画 受入 ２，６８２，０００円 

 支払 １１９，０００円 

 

 

 事業報告書 

財産目録 

貸借対照表 

損益計算書等  



15 
 

報告第５号  公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

（社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況の概要 

 

 (1) 令和５年度決算関係 

 事業報告書 

正味財産増減計算書 

貸借対照表 

財産目録 

監査報告書 

 

 (2) 令和６年度予算関係 

 経常収益 １４，５０５，０００円 

経常費用 １５，１６４，１２４円 

差引（損益） －６５９，１２４円 
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報告第６号  株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するも

のである。 

 

２ 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況の概要 

 

(1) 令和５年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査意見書 

 

(2) 令和６年度予算関係 

 収入予算 １１０，９０９，０００円 

支出予算 １１０，４４０，０００円 

差引（損益） ４６９，０００円 
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報告第７号  株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

（観光振興課） 

 

１ 提出の理由 

株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に報告するものである。 

 

２ 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況の概要 

 

(1) 令和５年度決算関係 

 事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

販売費及び一般管理費 

株主資本等変動計算書 

個別注記表 

決算監査報告書 

 

(2) 令和６年度予算関係 

 収入予算 ４４，１１４，０００円 

支出予算 ４７，４５２，０００円 

差引（損益） △３，３３８，０００円 
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報告第８号  権利の放棄について 

（人権擁護課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  住宅新築資金等貸付事業により貸し付けた住宅新築資金等貸付金及びその

利息並びにそれらに係る遅延損害金について、債務者の破産免責等により、回

収が著しく困難又は不能となっていることから、債権を放棄したものである。 

 

  放棄した債権額 

  件数 １件 

金額 ３，５５５，８６０円及び遅延損害金 

 

  



19 
 

報告第９号  権利の放棄について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により

権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するものであ

る。 

 

２ 概要 

  水道使用者が死亡等の理由により、時効の援用がなされず累積している水

道料金債権について、回収が著しく困難又は不能となっていることから、債権

の放棄をしたものである。 

 

上水道料金債権 

件数 ７件 

金額 ６４，２３２円 

 

 

 


